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（
質
問
の 

二
七
）

答

弁

第

二

七

号 

    

衆
議
院
議
員
原
茂
君
提
出
恒
久
的
失
業
対
策
事
業
の
樹
立
及
び
失
業
対
策
事
業
労
務
者
の
就
労
条
件
の
改
善
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
七
号 

昭
和
二
十
八
年
二
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 

大 
野 
伴 

睦 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
原
茂
君
提
出
恒
久
的
失
業
対
策
事
業
の
樹
立
及
び
失
業
対
策
事
業
労
務
者
の
就
労
条
件
の
改
善
に
関
す 

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

失
業
対
策
の
根
本
方
策
と
し
て
は
、
輸
出
の
振
興
を
中
心
と
し
て
わ
が
国
経
済
の
全
般
を
興
隆
せ
し
め
、
も
つ
て
雇
用 

 
 

量
の
増
大
を
図
る
こ
と
に
あ
る
が
、
現
下
の
経
済
情
勢
の
下
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
が
急
速
な
る
実
現
は
望
み
得
な
い
段
階 

 
 

に
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
間
の
対
策
と
し
て
公
共
事
業
、
電
源
開
発
等
国
家
投
資
の
大
幅
な
る
増
額
に
よ
り
、 

 
 

雇
用
量
の
増
大
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
特
に
明
年
度
に
お
い
て
は
公
共
事
業
関
係
費
に
お
い
て
約
三
〇
〇
億
円
の
増 

 
 

額
を
み
る
外
、
電
源
開
発
に
お
い
て
も
相
当
額
の
増
額
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
相
当
量
の
雇
用 

 
 

増
が
見
込
ま
れ
る
。 

又
失
業
対
策
事
業
費
は
、
本
年
度
八
〇
億
円
に
対
し
、
明
年
度
は
九
五
億
円
を
予
定
し
て
お
り
、
こ
れ
が
実
施
に
伴
う 

 
 

地
方
負
担
に
対
し
て
は
で
き
得
る
限
り
地
方
起
債
の
確
保
を
図
る
こ
と
と
致
し
た
い
。 

二 

（1） 

失
業
対
策
事
業
の
就
労
者
に
対
す
る
賃
金
は
、
緊
急
失
業
対
策
法
に
お
い
て
、
当
該
地
方
に
お
い
て
同
一
職
種
に 



（2） 

失
業
対
策
事
業
の
就
労
者
に
対
し
て
は
、
本
年
度
に
お
い
て
は
全
国
平
均
月
間
二
十
日
の
就
労
日
数
を
確
保
し
て
い 

る
の
で
あ
る
が
、
明
年
度
に
お
い
て
は
一
日
引
き
上
げ
二
十
一
日
の
就
労
日
数
を
確
保
す
る
よ
う
措
置
し
て
い
る
。 

従
事
す
る
者
に
通
常
支
払
わ
れ
る
賃
金
（
一
般
職
種
別
賃
金
）
の
八
〇
％
乃
至
九
〇
％
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
般 

職
種
別
賃
金
の
推
移
と
別
個
に
本
事
業
の
賃
金
の
み
の
改
正
は
不
可
能
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




